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第７章 保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等 

【目指すべき姿】 

 都民一人ひとりが、認知症になってからも自身の考えや気持ちを十分に尊重されて、

適切な治療や介護などのサービスを切れ目なく受けることができる。 

 

【現状と課題】 

＜認知症に係る医療・介護の提供体制＞ 

○ 認知症になってからも、居住する地域に関わらず、自らの意向が十分に尊重され、

望む場で質の高い保健医療及び福祉サービスを適時にかつ切れ目なく利用できるよ

う、地域の実情に応じたサービス提供体制と連携体制を整備し、認知症のある人やそ

の家族等の声も聴きながら人材育成を進める必要があります。 

○ 認知症は原因疾患や進行段階により症状等が異なるため、鑑別診断 1 後、その進行

段階等に応じた適切な医療の提供が必要です。 

○ 身体合併症 2 や行動・心理症状を発症する認知症のある人が多いことから、地域の

多くの医療機関がその機能や特性に応じて、連携して対応するほか、症状が悪化した

ときに適切に対応できる診療体制の整備が必要です。 

○ 東京都は、平成 24 年度に、二次保健医療圏（島しょ地域を除く。）を単位として、

12 か所の認知症疾患医療センター（現在の「地域拠点型認知症疾患医療センター」）

を指定しました。さらに、平成 27 年度から、区市町村（島しょ地域等を除く。）を単

位として地域連携型認知症疾患医療センターの整備を進め、40 か所を指定しています。 

○ 認知症疾患医療センターは、専門医療機関、地域連携の推進機関、人材育成機関と

しての役割を担っており、地域の認知症に関する医療提供体制の中核として、認知症

の専門医療相談や鑑別診断、身体合併症や行動・心理症状への対応、区市町村の認知

症施策への協力、地域の医療従事者等の育成、認知症のある人と家族介護者等を支援

する取組などを行っています。 

○ 地域拠点型認知症疾患医療センターは、上記の取組に加え、認知症アウトリーチチ

ームの配置、二次保健医療圏内の医療・介護従事者等の認知症対応力向上を図るため

の研修の実施、二次保健医療圏における地域連携の推進に向けた取組として「認知症

疾患医療・介護連携協議会」を実施しています。 

○ 認知症サポート医養成研修の修了者（令和５年度末現在 1,748 人）は、かかりつけ

医の認知症診断に対する相談・支援等を行う役割を担っていますが、地域の医療資源

 
1 認知症の原因疾患と認知症の症状に類似する他の疾患（せん妄、うつ病等）とを見分けること 

2 認知症の症状に加え、肺炎や骨折、がん等の身体疾患を併発した状態 
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として十分に活用されておらず、地域の関係機関と連携して本人や家族等を支える認

知症サポート医の活動を更に活性化していく必要があります。 

○ 島しょ地域については、認知症の専門医療を提供できる医療機関や人材の確保が厳

しい状況にあります。 

○ 認知症高齢者グループホーム（認知症対応型共同生活介護）などの地域密着型サー

ビス事業者には、支援ノウハウを活かした地域における認知症ケアの拠点としての役

割のほか、地域に開かれた透明性の高い事業運営を期待されており、国は令和３年度

に「認知症伴走型支援事業」を創設しました。（再掲） 

○ 東京都は、平成 21 年度から「認知症地域支援ネットワーク事業」により、認知症支 

援拠点として地域の認知症のある人と家族等を支える介護サービス事業者の取組を

促進する区市町村を支援しています。（再掲） 

 

＜新たな治療法＞ 

○ 令和５年 12 月から、アルツハイマー病の原因とされるアミロイドβを取り除き、

アルツハイマー病の進行を抑制することが期待される認知症抗体医薬「レカネマブ」

が販売開始されました。 

○ また、令和６年 11 月からは、国内２例目となる認知症抗体医薬「ドナネマブ」が販

売開始されました。近年、こうした新たな治療薬の実用化が進んでいます。 

○ これらの認知症抗体医薬については、対象が早期のアルツハイマー病に限定されて

いることや、投与開始前に必要となる検査、投与開始後の頻繁なフォローアップ等が

できる医療機関が限られること、投与対象とならない方への適切な配慮や治療対応が

必要であること等の課題があります。 

 

＜医療従事者・介護従事者等の人材育成、認知症のある人へのケア＞ 

○ かかりつけ医による健康管理やかかりつけ歯科医による口腔機能の管理、かかりつ

け薬局における服薬指導、病院や診療所・自宅等への訪問等の場面における医師、看

護師等による本人・家族等への支援等の場において、認知症の疑いがある人に早期に

気付いて適切に対応していくことが重要です。 

○ 地域の医療機関、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター等との日常的な

連携機能を有する歯科医療機関や薬局等にも、認知症の早期診断・早期支援における

役割が期待されています。 

○ 認知症になってからも住み慣れた地域で適切な支援を受けられるよう、認知症対応

型サービス事業者だけではなく、全ての介護サービス事業者が、認知症のある人の意

思を尊重するとともに、認知症介護の基本的知識やノウハウを学ぶ必要があります。 
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○ 認知症介護指導者（令和５年度末現在 117 人）や認知症介護実践リーダー研修修了

者（令和５年度末現在 2,258 人）等には、自施設・事業所内における認知症支援のリ

ーダー役を担うほか、事業者同士の連携を図るなど、地域の社会資源を活用して認知

症のある人を支援していくことが期待されています。 

○ 認知症のある人は、脳細胞の損傷などにより直接的に引き起こされる認知機能の障

害のほかに、身体の状態や生活の環境などの様々な要因が影響して、精神症状や行動

上の支障が起きる行動・心理症状を発症することがありますが、行動・心理症状は、

環境を整えたり、関わり方の工夫をしたりすること等により、症状の軽減が期待でき

ます。 

東京都では、公益財団法人東京都医学総合研究所と協働して、スウェーデンのケア

プログラムを基に、「日本版ＢＰＳＤケアプログラム※」を開発し、平成 30 年度から普

及を図っています。 

※ 「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」は、介護保険事業所や地域において、認知症ケ

アの質の向上のための取組を推進する人材を養成するとともに、行動・心理症状を「見

える化」するオンラインシステムを活用し、ケアに関わる担当者の情報共有や一貫し

たケアの提供をサポートするプログラムです。 

 

＜家族介護者等への支援＞ 

○ 認知症になってからも家族と安心して暮らせるようにするためには、身近な地域で、

必要な医療・介護・生活支援等を受けることができ、家族介護者等の負担も軽減され

ることが重要です。（再掲） 

○ 国は、令和４年度から、区市町村が実施する「認知症の人と家族への一体的支援事

業」を認知症地域支援推進員の役割の一つに位置付けました。この事業は、認知症の

本人と家族が一緒に参加するプログラムを提供することにより、認知症のある人の自

信や意欲の向上、家族の介護負担感の軽減、これらを通じた家族関係の再構築を図る

ことを目的とするもので、令和５年度は、都内 11 区市町村で実施しています。 

 

【施策の方向】 

＜認知症に係る医療・介護提供体制の整備＞ 

○ 居宅サービスや施設サービス、地域密着型サービスなど介護サービス基盤をバラン

スよく整備し、単身世帯を含め、認知症になって介護が必要になっても住み慣れた地

域で安心して暮らすことができるよう取り組みます。 

○ 今後一層の増加が見込まれる介護ニーズや、生産年齢人口の減少に適切に対応して

いくため、多様な人材が介護の仕事に就くことを希望し、仕事に就いた後もやりがい
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を持って働ける環境を整備することで、質の高い介護人材の確保に取り組みます。 

○ 東京の地域特性を踏まえ、地域の多様な人的資源・社会資源によるネットワークづ

くりを進め、単身世帯を含む認知症のある人が社会に継続的につながることや家族会

の活動など認知症のある人と家族等を支える地域づくりを支援します。（再掲） 

○ また、介護者支援の拠点となる医療機関と連携した認知症カフェの設置や家族会の

活動の支援など、地域の実情に応じて、認知症のある人と家族等の支援に取り組む区

市町村を支援します。（再掲） 

○ 高齢者が、自らが望む生活を自立的に送れるよう、地域住民の力に加え、ＮＰＯ法

人等の活動とも連携・協働し、認知症のある人を含む高齢者やその家族等を地域で支

え、ニーズに応じた生活支援サービス等が提供されるよう取り組みます。  

○ 地域における支援体制を構築するため、各区市町村（島しょ地域等を除く。）に設置

した認知症疾患医療センターにおいて、専門医療を提供するとともに医療機関同士及

び医療・介護の連携を推進していきます。（再掲） 

○ また、認知症の医療・介護・生活支援等に関する専門的な知識や情報を持ち、個別

ケース支援のバックアップ等を担う認知症支援コーディネーターを配置する区市町

村を支援することにより、地域の認知症対応力向上を図っていきます。（再掲） 

○ 認知症疾患医療センターが、かかりつけ医や看護師等、地域の医療従事者等に向け

た研修を実施するとともに、区市町村や地区医師会等の関係機関が実施する研修への

協力を行うことにより、地域における認知症医療の充実と認知症対応力の向上を図っ

ていきます。 

○ 地域拠点型認知症疾患医療センターでは、認知症疾患医療・介護連携協議会の開催、

地域の医療・介護従事者向け研修の実施等により、認知症があり、身体合併症や行動・

心理症状を有する人も地域で暮らし続けられるよう体制づくりを進めていきます。 

また、認知症専門医 3、看護師、精神保健福祉士等で構成する認知症アウトリーチチ

ームを配置し、認知症支援コーディネーター等の依頼に応じて、認知症初期集中支援

チームでは対応が難しい場合に、自宅への訪問などにより本人や家族等に必要な情報

を提供するほか、適切なサービス等につなげる取組を推進していきます。 

併せて、認知症アウトリーチチームが培った訪問支援のノウハウを生かし、認知症

初期集中支援チームの円滑な活動を支援していきます。（再掲） 

○ 身近な地域における医療・介護の一層の連携と認知症対応力の向上を図るため、地

域包括支援センター等と積極的に連携する認知症サポート医を「とうきょうオレンジ

ドクター」に認定するなど、認知症サポート医の活動の活性化を図るとともに、とう

 
3 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務

とした５年以上の臨床経験を有する医師 
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きょうオレンジドクターとの連携を促進する取組を行う区市町村を支援していきま

す。 

○ 島しょ地域等の認知症疾患医療センター未設置地域（以下「未設置地域」という。）

については、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センターに設置した「認知症支援

推進センター」の認知症専門医等が未設置地域の医療従事者等に対して行う相談支援、

未設置地域を訪問して認知症の対応力向上を目的とした研修会等を実施し、未設置地

域における認知症のある人と家族等への支援体制の充実を図ります。 

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれる中、都内の認知症医療の実態も把握しなが

ら、認知症専門病院について検討していきます。 

 

＜新たな治療法への対応＞ 

○ 新たな治療薬である認知症抗体医薬による治療について、都民の正しい理解の促進

及び専門職の人材育成等を進めることに加え、希望する方がタイミングを逃さず治療

につながるよう、早期の気付き、早期診断・早期支援の取組を促進していきます。 

認知症の経過と医療依存度 

資料：東京都福祉保健局「東京都認知症対策推進会議 医療支援部会報告書」（平成 21 年３月） 
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認知症疾患医療センターの指定状況（令和６年３月現在） 
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＜医療従事者・介護従事者等の認知症対応力向上、認知症ケアの質の向上＞ 

○ 認知症支援推進センターにおいて、認知症サポート医等の専門職に対し、診療技術

の向上等に資する実践的な研修を実施する等、地域において認知症ケアに携わる医療

専門職等の人材を育成します。 

○ 認知症のある人の身体合併症等への対応を行う急性期病院等において、行動・心理

症状等への対応力を高め、適切な対応が行われるよう、指導的立場にある看護師を対

象とした研修を実施します。 

○ 認知症の疑いのある人に早期に気付き、早期診断・早期支援、医療の提供等のため

の地域のネットワークの中で重要な役割を担う、病院以外の診療所・訪問看護ステー

ション・介護事業所等に勤務する医療従事者等に対する認知症対応力向上研修を実施

します。 

○ 全ての区市町村が設置する認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進員

が円滑に活動できるよう、必要な知識・技術を習得するための研修の受講促進を図り

ます。 

○ 高齢者と接する機会の多い歯科医師や薬剤師が、認知症の疑いがある人に早期に気

付き、かかりつけ医等と連携して対応するとともに、認知症のある人の状況に応じ適

切な口腔管理や服薬指導が行えるよう、研修を実施します。 

○ 介護従事者に対して認知症介護に関する基礎的及び実践的な研修を実施するとと

もに、地域密着型サービス事業所の管理者等に対して適切なサービス提供に関する知

識を修得させるための研修を実施します。 

○ 認知症介護指導者や認知症介護実践リーダーを引き続き養成し、認知症ケアの質の

向上を図るとともに、地域における活用が進むよう検討していきます。 

○ 認知症支援拠点として地域の認知症のある人と家族等を支える介護サービス事業

者の取組を促進する区市町村を支援します。（再掲） 

○ 認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、公益財団法人東京都医

学総合研究所と協働して、「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」の都内全域への普及を図

ります。 

 

＜家族介護者等の負担軽減＞ 

○ 小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、

特別養護老人ホーム等に併設されるショートステイについて整備費補助を行うなど、

認知症のある人の家族を含め、家族介護者等も安心して暮らせるよう、介護サービス

基盤の整備を支援します。 
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○ 東京の地域特性を踏まえ、地域の多様な人的資源・社会資源によるネットワークづ

くりを進め、認知症のある人が社会に継続的につながることや家族会の活動など認知

症のある人と家族等を支える地域づくりを支援します。（再掲） 

○ 介護者支援の拠点となる医療機関と連携した認知症カフェの設置や家族会の活動

の支援など、地域の実情に応じて、認知症のある人と家族等の支援に取り組む区市町

村を支援します。（再掲） 

 

【主な施策】 

・認知症疾患医療センター運営事業〈再掲〉〔福祉局〕 

    東京都が指定する「認知症疾患医療センター」において、認知症の診断、⾝体合

併症と行動・心理症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の医療・

介護関係者等との連携の推進、認知症のある人と家族介護者等への支援、人材の育

成等を行うことにより、認知症のある人の地域生活を支える医療体制の構築を図り

ます。  

    また、地域拠点型認知症疾患医療センターに、区市町村と連携して、受診困難な

認知症のある人等への訪問支援を行う認知症アウトリーチチームを配置します。 

・認知症支援コーディネーター事業［高齢包括］〈再掲〉〔福祉局〕  

   地域における認知症の専門家であり、認知症の医療・介護・生活支援等の専門的

な知識や情報を持ち、個別ケース支援のバックアップ等を担う「認知症支援コーデ

ィネーター」を配置する区市町村を支援します。 

・認知症サポート医地域連携促進事業〔福祉局〕 

    ⾝近な地域における医療・介護の一層の連携と認知症対応力の向上を図るため、

地域包括支援センター等と積極的に連携する認知症サポート医を「とうきょうオレ

ンジドクター」に認定し、都民及び区市町村等に広く周知する等により認知症サポ

ート医の活動の活性化を図るとともに、とうきょうオレンジドクターとの連携を促

進する取組を行う区市町村を支援します。  

・認知症支援推進センター運営事業〔福祉局〕 

    医療従事者等の認知症対応力向上の支援拠点として地方独立行政法人東京都健

康長寿医療センターに設置した「認知症支援推進センター」において、認知症サポ

ート医フォローアップ研修等の専門職向けの研修や、区市町村において認知症ケア

に携わる医療専門職等の人材の育成を行うとともに、認知症疾患医療センター未設

置地域の医療従事者等への認知症に関する支援を実施します。  

・認知症抗体医薬対応支援事業〔福祉局〕  

    認知症抗体医薬による治療について、都民の正しい理解の促進を図るとともに、

専門職への相談窓口等の設置、認知症疾患医療センター職員等を対象とした研修を

実施します。 

・認知症初期集中支援チーム員等研修事業〈再掲〉〔福祉局〕 

    認知症初期集中支援チーム員及び認知症地域支援推進員が、その役割を担うため

の知識・技能を習得するための研修の受講促進を図ります。 

・歯科医師・薬剤師・看護職員認知症対応力向上研修事業〈再掲〉〔福祉局〕 

    歯科医師や薬剤師、病院勤務以外の看護師等医療従事者に対し、認知症のある人

への対応力の向上や関係機関との連携の促進等に関する研修を実施します。  

    また、病院等で指導的な役割にある看護職員に対し、認知症ケアの実践的な対応
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やマネジメントに関する研修を実施し、病院等の認知症対応力の向上を図ります。 

・認知症介護研修事業〔福祉局〕 

    介護従事者及びその指導的立場にある者に対し、認知症介護に関する基礎的及び

実践的な研修を実施し、技術の向上を図ります。 

・認知症とともに暮らす地域あんしん事業［一部高齢包括］〈再掲〉〔福祉局〕 

   軽度の認知機能障害から認知症の初期、中・重度までの段階に応じて、適切な支

援が受けられる体制を構築するため、以下の取組を実施します。  

 ① 地域の実情に応じた認知症に関する正しい知識の普及を進めるとともに、認知  

  症検診と地域における検診後のサポートを推進します。 

 ② 軽度の認知機能障害や認知症の初期段階から継続的な支援ができる地域づく

りを推進する区市町村の支援を行います。 

 ③ 公益財団法人東京都医学総合研究所と協働し、行動・心理症状の改善が期待さ

れる「日本版 BPSD ケアプログラム」の普及を図ります。 

・認知症の人と家族を支える医療機関連携型介護者支援事業［高齢包括］〈再掲〉〔福

祉局〕 

   医療機関周辺に認知症介護者支援の拠点を設け、医療機関の専門職と連携した介

護者支援のための講座や交流会を開催し、介護者の孤立化防止等を図る区市町村の

取組を支援します。 

・認知症高齢者グループホーム整備促進事業〔福祉局〕 

    認知症高齢者が専門的なケアを受けながら家庭的な環境の中で暮らしていける

よう、社会福祉法人や株式会社等が行う認知症高齢者グループホームの整備費につ

いて補助します。整備状況が⼗分でない地域に設置する場合の加算補助を行い、ま

た、建築費高騰への対応として、物価変動分を補助額に反映します。さらに、老朽

化した施設の改修を進めるため、経費の一部について補助します。  

・地域密着型サービス等整備推進事業〔福祉局〕 

    地域の介護ニーズに対応するため、地域密着型サービスの整備費について補助し

ます。小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域

密着型特別養護老人ホーム等については、定員に応じた東京都独自の加算補助や建

築費高騰への対応として物価変動分の反映を行うほか、老朽化した施設の改修経費

の一部について補助します。 
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